
令和 6 年 4 月 1 日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

静岡県シルバー人材センター連合会では、受託事業に加え、「臨時的かつ短期的またはそ

の他の軽易な業務」の基本原則を守りながら（一部知事指定業種を除く）、シルバー派遣事

業を展開することで、派遣会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を

増やしていくとともに、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

(令和 5 年度 労働者派遣事業報告より) 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ： 274人 

2. 派 遣 先 の 数 ：  82 （事業年度期間中の数） 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  10,689円 (1日 8時間あたり) 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：  8,286円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

5. マ ー ジ ン 率 ： 22.5％ 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  ・ 健康維持講習、交通安全講習、テキスト配布による自宅学習 等 

7． 労働者派遣法第 30条の 4第 1項の労使協定の有無 

  ・締結していない 

8. 福利厚生に関する事項 

 ・ 労災保険、有給休暇 

   ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

      （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

      原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、高齢法第 39条 1項を適用する場合は加入する。 
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